
 

 

 

付 議 第 ２ 号 

 

 

知事等の給与、旅費等に関する条例の一部を改正する条例議案に係る 

意見聴取に関する議案 

 

 

 令和５年２月高知県議会定例会提出予定の別紙議案に係る地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 29条の規定に基づく高知

県知事からの意見聴取に対し、適当であると認めることについて、議決を求めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高知県教育委員会事務委任等規則（平成４年教育委員会規則第１号） 

 第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。 

（５）教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。 





第   号 

 

知事等の給与、旅費等に関する条例の一部を改正する条例議案 

 

知事等の給与、旅費等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和５年２月 日提出 

 

高知県知事 濵田 省司 

 

知事等の給与、旅費等に関する条例の一部を改正する条例 

 

知事等の給与、旅費等に関する条例（昭和28年高知県条例第12号）の一部を次のように

改正する。 

附則第27項中「令和５年３月31日」を「令和６年３月31日（知事にあっては、令和５年

12月６日）」に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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知事等の給与、旅費等に関する条例の一部を改正する条例議案要綱 

 

１ 条例改正の目的 

この条例は、本県の経済状況及び財政状況を考慮し、知事、副知事、教育長その他の

常勤の特別職の職員の給料月額を令和５年度の１年間、時限的に減額しようとするもの

である。 

 

２ 主要な内容 

令和５年４月１日から令和６年３月31日までの１年間（知事については、現任期中の

令和５年12月６日までの間）において、知事、副知事、教育長その他の常勤の特別職の

職員の給料月額について、次のとおり給料の減額を行うこと。ただし、手当の額は、知

事等の給与、旅費等に関する条例（以下「知事等の条例」という。）の規定による額と

すること。 

区分 知事等の条例の給料月額 
減額後の給料月額 

（括弧内は、減額率） 

知事 1,220,000円 （10％） 1,098,000円 

副知事 940,000円 （３％）   911,800円 

常勤の人事委員会委員 610,000円 （２％）   597,800円 

常勤の監査委員 610,000円 （２％）   597,800円 

教育長 780,000円 （２％）   764,400円 

 

３ 施行期日 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

参考資料１ 
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知事等の給与、旅費等に関する条例の一部を改正する条例議案説明 

 

この条例は、本県の経済状況及び財政状況を考慮し、知事、副知事、教育長その他の常

勤の特別職の職員の給料月額を令和５年度の１年間、時限的に減額しようとするものであ

る。 

 

参考資料２ 
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新      旧      対      照      表 

新 

知事等の給与、旅費等に関する条例（抜粋） 

旧 

知事等の給与、旅費等に関する条例（抜粋） 

第１条 この条例は、常勤の特別職の職員の給与及び旅費の額並び

にその支給方法について定めるものとする。 

第１条 この条例は、常勤の特別職の職員の給与及び旅費の額並び

にその支給方法について定めるものとする。 

第２条 給料は別表第１及び別表第２に定める額とし、給料以外の

給与は通勤手当、期末手当及び退職手当とし、次項に定めるもの

のほか職員の給与に関する条例（昭和29年高知県条例第34号）の

適用を受ける職員（以下「一般職の職員」という。）の例によ

る。この場合において、期末手当の算出の基礎となる額は給料月

額及び給料月額に100分の45を超えない範囲内で、規則で定める

区分に応じて、規則で定める割合を乗じて得た額の合計額とし、

同条例第 21条第２項中「 100分の 125」とあるのは「 100分の

157.5」とし、知事が離職した場合の同条例第21条の３の規定の

適用については同条中「任命権者」とあるのは、「知事」とす

る。 

第２条 給料は別表第１及び別表第２に定める額とし、給料以外の

給与は通勤手当、期末手当及び退職手当とし、次項に定めるもの

のほか職員の給与に関する条例（昭和29年高知県条例第34号）の

適用を受ける職員（以下「一般職の職員」という。）の例によ

る。この場合において、期末手当の算出の基礎となる額は給料月

額及び給料月額に100分の45を超えない範囲内で、規則で定める

区分に応じて、規則で定める割合を乗じて得た額の合計額とし、

同条例第 21条第２項中「 100分の 125」とあるのは「 100分の

157.5」とし、知事が離職した場合の同条例第21条の３の規定の

適用については同条中「任命権者」とあるのは、「知事」とす

る。 

２ 知事に対する期末手当の支給については、高知県議会議員の議

員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（平成20年高知県条

例第29号）第４条から第６条までの規定を準用する。この場合に

おいて、同条例第４条第２項の規定によりその例によることとさ

れる職員の給与に関する条例第21条第２項中「100分の125」とあ

るのは「100分の157.5」とする。 

２ 知事に対する期末手当の支給については、高知県議会議員の議

員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（平成20年高知県条

例第29号）第４条から第６条までの規定を準用する。この場合に

おいて、同条例第４条第２項の規定によりその例によることとさ

れる職員の給与に関する条例第21条第２項中「100分の125」とあ

るのは「100分の157.5」とする。 

附 則 附 則 

１～26 略 １～26 略 

27 平成30年４月１日から令和６年３月31日（知事にあっては、令

和５年 12月６日）までの間（次項において「特例期間」とい

う。）における知事及び副知事の給料の月額は、第２条第１項の

27 平成30年４月１日から令和５年３月31日までの間（次項におい

て「特例期間」という。）における知事及び副知事の給料の月額

は、第２条第１項の規定にかかわらず、その者に係る別表第１に

参
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規定にかかわらず、その者に係る別表第１に掲げる給料月額か

ら、知事にあっては当該給料月額の100分の10（令和２年５月１

日から同月31日までの間は、100分の100）、副知事にあっては当

該給料月額の100分の３（令和２年５月１日から同月31日までの

間は、100分の30）に相当する額を減じて得た額とする。ただ

し、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額と

する。 

掲げる給料月額から、知事にあっては当該給料月額の100分の10

（令和２年５月１日から同月31日までの間は、100分の100）、副

知事にあっては当該給料月額の100分の３（令和２年５月１日か

ら同月31日までの間は、100分の30）に相当する額を減じて得た

額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同

表に掲げる額とする。 

28 特例期間における人事委員会委員、監査委員及び教育長の給料

の月額は、第２条第１項の規定にかかわらず、その者に係る別表

第２に掲げる給料月額から、当該給料月額の100分の２（教育長

にあっては、令和２年５月１日から同月31日までの間は、100分

の15）に相当する額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の

算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。 

28 特例期間における人事委員会委員、監査委員及び教育長の給料

の月額は、第２条第１項の規定にかかわらず、その者に係る別表

第２に掲げる給料月額から、当該給料月額の100分の２（教育長

にあっては、令和２年５月１日から同月31日までの間は、100分

の15）に相当する額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の

算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。 

別表第１（第２条、第３条関係） 別表第１（第２条、第３条関係） 

区分 給料（月額） 旅費 

  略 

知事 1,220,000円 
略 

副知事 940,000円 
 

区分 給料（月額） 旅費 

  略 

知事 1,220,000円 
略 

副知事 940,000円 
 

備考 略 備考 略 

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

区   分 給   料 （月   額） 

公 営 企 業 局 長 略 
 

区   分 給   料 （月   額） 

公 営 企 業 局 長 略 
 

人事委員会委員 610,000円 

監 査 委 員 610,000円 

教 育 長 780,000円 
 

人事委員会委員 610,000円 

監 査 委 員 610,000円 

教 育 長 780,000円 
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